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白ナンバー事業者における「アルコール検知義務化」への対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 改正の経緯 

これまで、安全運転管理者に対しては、運転前において運転者が飲酒により正常な運転をすること

ができないおそれがあるかどうかを確認することが義務付けられていたものの、運送事業者における

運行管理者の業務とは異なり、運転後における酒気帯びの有無を確認することや、その確認内容を記

録することは義務付けられておらず、また、確認方法についても具体的に定められていなかった。 

2021年6月に、千葉県八街市で発生した、小学生の児童が犠牲となった大変痛ましい交通死亡事故を 

を受け、8月に決定された緊急対策において、「自動車を一定数以上保有する使用者に義務付けられて

いる安全運転管理者等の未選任事業所の一掃」と「乗車前後におけるアルコール検知器を活用した酒

気帯びの有無の確認の促進」等、安全運転管理者の業務内容の拡充を図ることとされた。 

 

改正までのスケジュールは以下の通り。 

日 付 事 象 

2021年 6月28日 千葉県八街市において、飲酒した運転者による交通死亡事故発生 

2021年 8月 4日 「通学路等における交通安全の確保及び飲酒運転の根絶に係る緊急対策」が決定 

2021年 9月 3日 「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」公示。警察庁よりアルコー

ル検知義務化（2022年4月開始）へのパブリックコメント募集開始 

2021年11月10日 内閣総理大臣による内閣府令公布（酒気帯びの有無の確認及び記録の保存、アル

コール検知器の使用等） 

2021年11月10日 警察庁がパブリックコメントの募集結果公示 

2022年 4月 1日 酒気帯びの有無の確認及び記録の保存開始 

2022年10月 1日 アルコール検知器の使用等開始 

 

 改正の契機となる事故発生から１年以内の開始と、異例の速さでの改正であり、安全運転管理の実 

効性向上に対する関係機関の強い意志が感じられる。 

 

 

No.21-042 

【要旨】 

 ■自社製品の配送などで、「白ナンバー」の車を一定台数以上使用する事業者に対し、「アルコール 

  検知器による酒気帯びの確認」が段階的に義務化される。 

 ■2022 年 4月より、安全運転管理者による、酒気帯びの有無についての目視確認と確認内容の記 

録・保持、2022 年 10 月より、それに加えてアルコール検知器を用いた確認が必要となる。 

 ■今回の改正は、法改正ではなく、「道路交通法施行規則」の改正であり、日常の運用の中で運転 

者に対し「点呼等」を確実に実施している事業者にとっては、比較的軽微な社内の運営変更で対 

応可能なものである。 

 ■各事業者においては、それぞれの実態を踏まえつつ、法令で求められる対応を確実に行う必要が

ある。 
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2. 安全運転管理者の業務 

一定台数以上の自家用自動車の使用者は、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、その

使用の本拠ごとに、安全運転管理者等を選任する必要がある旨道路交通法で定められている（道路交

通法第74条の3第1項）。 

 

安全運転管理者の選任が必要な事業所 

事業所の区分 

１台以上の「乗車定員11人以上の自家用自動車」を業務で使用している事業所 

「乗車定員11人以上の自家用自動車」以外の自動車を5台以上業務で使用している事業所 

※自動二輪車（50ccを超えるもの）は、1台を0.5台として計算 

なお、安全運転管理者や台数により選任する副安全運転管理者を選任しなかった場合には、「5万円

以下の罰金」（法人両罰5万円以下の罰金）という罰則がある。 

 

改正前の現時点での道路交通法施行規則（第9条の10）における安全運転管理者の業務は、以下の以

下のとおりである。 

 

①運転者の状況把握 

②安全運転確保のための運行計画の作成 

③長距離、夜間運転時の交替要員の配置 

④異常気象時の安全確保の措置 

⑤点呼等による安全運転の指示 

⑥運転日誌の記録 

⑦運転者に対する指導 

 

上記業務の中で「⑤点呼等による安全運転の指示」については、具体的には、運転者の点呼を行う

などにより、自動車の運行前点検の実施状況や、飲酒、過労、病気その他の理由により正常な運転が

できないおそれがないかどうかを確認し、安全運転を確保するために必要な指示を与えるものとされ

ている。 

すなわち、現行法令上においても、すでに、安全運転管理者が運転者の運転前において、飲酒によ

り正常な運転をすることができないおそれがないかどうかを確認することは義務付けられており、上

記「⑥運転日誌の記録」についても、運転状況を把握するために必要な事項等を記録する運転日誌を

備え付け、運転を終了した運転者に記録させることが必要であるが、現状の法的要求事項への対応と

して確実に実施することが求められているのである。 

 

今般の改正は、「安全運転管理者が、すでに実施していること」に加え、「運転後における酒気帯

びの有無の確認」と「確認方法や確認内容の記録」が新たな義務として追加され、確認方法について

も具体的に定められたものと理解いただければと思う。 

 

ただ、現実問題として、すでにアルコール検知器を使用して「飲酒の有無」を確認している事業者

もある一方、そもそもの「点呼等を通じた飲酒、過労など確認」を現状においても実施できていない

事業者もあると思われる。また、今般の改正に触れて「どこまでやれば良いのか」と悩んでいる事業

者もあると聞く。しかしながら、今般の改正は、一定台数以上の自家用自動車の使用者すべてに対応

を求められているものであり、各事業者においては、自社の実態を踏まえつつ、「どうやったら実行

できるか」の視点において法令で求められる対応を確実に行う必要がある。 
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3. 道路交通法施行規則の改正内容 

改正前後の施行規則について、以下に記載する。 

 

(1)2022年4月1日施行内容 

改正前 改正後 

（安全運転管理者の業務） 

第9条の10 

 

 1 運転者の状況把握（略） 

2 安全運転確保のための運行計画の作成（略） 

3 長距離、夜間運転時の交替要員の配置（略） 

4 異常気象時の安全確保の措置（略） 

 

5 運転しようとする運転者に対して点呼を行 

  う等により（中略）、自動車の点検の実施 

及び飲酒、疲労、病気その他の理由により 

正常な運転をすることができないおそれの

有無を確認し、安全な運転を確保するために

必要な指示を与えること。 

 

 

 

 

 

 

 

6 運転日誌の記録（略） 

7 運転者に対する指導（略） 

  

（安全運転管理者の業務） 

第9条の10 

 

 1 運転者の状況把握（略） 

2 安全運転確保のための運行計画の作成（略） 

3 長距離、夜間運転時の交替要員の配置（略） 

4 異常気象時の安全確保の措置（略） 

 

5 運転しようとする運転者に対して点呼を行 

  う等により（中略）、自動車の点検の実施

及び疲労、病気その他の理由により正常な

運転をすることができないおそれの有無を

確認し、安全な運転を確保するために必要

な指示を与えること。 

6 運転しようとする運転者及び運転を終了し 

た運転者に対し、酒気帯びの有無について

当該運転者の状態を目視等で確認するこ

と。 

7 前号の規程による確認の内容を記録し、及 

びその記録を1年間保存すること。 

 

8 運転日誌の記録（略） 

9 運転者に対する指導（略） 

 

 

(2)2022年10月1日施行内容 

改正前 改正後 

（安全運転管理者の業務） 

第9条の10 

 

 1～5（略） 

 

6 運転しようとする運転者及び運転を終了し 

た運転者に対し、酒気帯びの有無について 

当該運転者の状態を目視等で確認すること。 

 

 

 

7 前号の規程による確認の内容を記録し、及 

びその記録を1年間保存すること。 

 

 

8・9（略） 

 

（安全運転管理者の業務） 

第9条の10 

 

 1～5（略） 

 

6 運転しようとする運転者及び運転を終了し 

た運転者に対し、酒気帯びの有無について

当該運転者の状態を目視等で確認する 

ほか、アルコール検知器（中略）を用いて 

確認を行うこと。 

 

7 前号の規程による確認の内容を記録し、及 

びその記録を1年間保存し、並びにアルコー 

ル検知器を常時有効に保持すること。 

 

 8・9（略） 
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4. 対応における留意事項 

警察庁交通局による11月10日付通達「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴

う安全運転管理者業務の拡充について」において、実務上の運営における留意点が案内されている。  

主な事項について、以下に示す。 

 

運転前後の運転者に対する酒気帯び有無の確認について 

 

 (1)業務の開始前後の運転者に対する確認 

  「運転」とは、一連の業務としての運転をいうことから、酒気帯びの有無の確認は、必ずしも 

  個々の運転の直前に行わなければならないというものではなく、運転を含む業務の開始前や出 

勤時、及び終了後や退勤時に行うことで足りる。 

 (2)目視等及びアルコール検知器による酒気帯び確認の方法 

  「目視等で確認」とは、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で確認することをいう。 

  運転者の酒気帯び確認の方法は対面が原則であるが、直行直帰の場合などは対面での確認が困

難な場合にはこれに準ずる適宜の方法で実施すればよく、例えば運転者に携帯型アルコール検

知器を携行させるなどした上で、 

① カメラ、モニターなどによって、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子等とと 

もに、アルコール検知器による測定結果を確認する方法 

② 携帯電話、業務無線その他の運転者との直接対話できる方法によって、安全運転管理者が

運転者の応答の声の調子等を確認するとともに、アルコール検知器による測定結果を報告

させる方法 

等の対面による確認と同視できるような方法が含まれる、とされている。 

 

なお、当社に対し企業等から対応についての照会が寄せられており、上記内容も含め、以下のよう

に考えている。よくある照会についてＱＡ方式で以下紹介する。 

 

Ｑ Ａ 

飲酒確認の義務化はいつからか 

2022年4月から安全運転者管理者による目視等による確

認開始。確認の記録についても開始。 

2022年10月からは、上記に加え飲酒検知機器を用いた測

定が求められる。 

目視等で確認とは後で検知器使用時の 

写真を見ることで足りるか 

対面もしくは電話等でリアルタイムかつ双方向コミュニ

ケーションで確認できるものでなければならないので充

足しないと考える。 

直行直帰型社員は対面確認不可であるが

どうすればよいか 

電話等で遠隔確認することでも良いとされている。電話

で声色などで酒気帯びの有無を確認し、10月以降はさら

にアルコール検知器での測定結果を確認することとされ

ている。 

全ての拠点において確認が必要なのか 

「乗車定員11人以上の自家用自動車」以外の自動車を5台

以上使用している事業所において確認が必要である。 

安全運転管理者の業務に飲酒確認が追加されているた

め、安全運転管理者が配置されている拠点は対応が必須

である。 

但し、配備基準を満たしていない事業所においても統一

的な運用を推奨する。（レピュテーションリスクを勘案） 
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運転の前と後に確認しなければならいな

いようだが、昼休憩などや顧客先などで

再度運転を開始するたびに確認が必要か 

必ずしも個別の運転の前後に確認しなくても良いとされ

ている。業務開始時や終了時でも足りる。 

飲酒検知器の基準はあるのか 

国家公安委員会の定める機器とされている。 

詳細は警察庁の通達に記載されている通り、酒気帯びの

有無を確認できる機器であればよい。特段の性能面での

仕様は求められていない。 

飲酒検知器のお薦めは 

一つの目安としてアルコール検知器協会加盟のメーカー

であれば信頼性が高いものと考える。 

※協会加盟のメーカーの機器を使用しなければならいな

いわけではない。 

安全運転管理者が不在の時はどうすれば

よいのか 

副安全運転管理者や安全運転管理者を補助する者に行わ

せてよい。 

 

5. 現状「点呼等の実施」ができていない事業における当面の必要な対応 

今般の改正対応は、猶予期間は定められていないため、少なくとも、改正が施行されるそれぞれの 

タイミングで必要な対応を迫られることになる。現状、安全運転管理の運用の中で、「点呼等」を実

施できていない事業者においては、まずは、「点呼等」を誰が行うのかについて、決定する必要があ

る。また、組織として、「点呼等」の実施状況をどこで吸い上げ、管理するのか、責任部署を明確に

定めることが必要となろう。 

現状の規程の見直しや、他社の雛形の「移植」だけでは、自社の実態に応じた対応は難しい。 

 

まずは、今般の改正内容を正しく理解し、それぞれの実態を踏まえ、限られた時間の中で、適切な

対応を行うことが求められている。 

 

                ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研㈱ リスクマネジメント第二部 

交通リスクマネジメントグループ マネジャー・上席コンサルタント 

             治良丸 博英 
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